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⑤
実績報告
・請求

⑥
支給

令和８年度 足立区フリースクール等
利用者支援助成金のご案内

お子様がフリースクールを利用している、もしくは利用検討中の保護者の皆さまへ

月額最大２万円（小・中学生１人につき）
※ 都やその他の助成額を引いた利用料の自己負担が２万円を下回っている場合は、自己負担額を適用します。

※ 利用実績を足立区に報告した後に助成金支給となります。

１ 対象者
以下の要件を全て満たす小・中学生の保護者等
① 保護者等の子ども（小・中学生）が足立区内に住所を有している。
② 東京都フリースクール等利用者等支援事業の助成を受けている。

２ 助成対象経費
フリースクール等の利用料（入会金、施設維持費、教材費などの経費は対象外です。）

【例】利用料が３万円、都の２万円の助成金を受けている場合、差額の１万円を支給

３ 助成額

４ 助成金支給までの流れ

東京都フリー
スクールHP

※ 欠席日数にかかわらず、何らかの事情により、在籍する学校に登校しない又はすること
ができない状況にあり、都が認めるフリースクール等に通っている児童・生徒の保護者等
は、都の助成金を受けられます。詳細は都のホームページをご確認ください。

５ 提出書類等
必要な書類は、区ホームページからダウンロード、もしくは不登校施策推進担当課

（裏面「７ 問い合せ先・書類提出先」）でも配布しております。
「③区助成金交付申請」「⑤実績報告書兼請求書」「変更申請書」については

オンライン申請も受け付けております。詳細は区ホームページをご確認ください。

足立区フリースクール等
利用者支援助成金HP

👉

都助成金の交付決定後、申請内容に変更が生じた場合は、
当該年度末（3月30日）までに、区へ変更申請（別記第８号
様式）の提出が必要です。
※ 予め都の変更申請の承認が必要な場合があります。

※１ 申請者以外の名義の口座に
振り込む場合は委任状が必要
です。不明な点がある場合は
予めご相談ください。

【重要】申請内容に変更が生じた場合

※１



申請回
（※１）

交付（変更）申請時期
（※１）

交付決定
予定時期（※２）

対象利用料
（※３）

実績報告書兼
請求書提出時期（※４）

支給予定時期
（※２）

第１回
都交付決定通知到達日
～ 令和８年８月２８日

令和８年
９月中旬

第１四半期
交付決定日
～令和８年１０月 ９日

１０月下旬

第２四半期
令和８年１０月１３日

～１１月２７日
１２月下旬

第３四半期
令和９年 １月 ４日

～ １月２９日
２月中旬

第４四半期
令和９年 ３月２３日

～ ４月２６日
５月中旬

第２回
令和８年９月１日
～ ９月３０日

令和８年
１０月中旬

第１四半期
交付決定日
～令和８年１１月２７日

１２月下旬

第２四半期

第３四半期
令和９年 １月 ４日

～ １月２９日
２月中旬

第４四半期
令和９年 ３月２３日

～ ４月２６日
５月中旬

第３回
令和８年１０月１日
～ １０月３０日

令和８年
１１月中旬

第１四半期

令和９年 １月 ４日
～ １月２９日

２月中旬第２四半期

第３四半期

第４四半期
令和９年 ３月２３日

～ ４月２６日
５月中旬

第４回
令和８年１１月２日
～ 令和９年１月２９日

令和９年
２月中旬

第１四半期

令和９年 ３月２３日
～ ４月２６日

５月中旬
第２四半期

第３四半期

第４四半期

第５回
令和９年２月１日
～ ３月３０日

令和９年
４月中旬

第１四半期

交付決定日
～令和９年４月２６日

５月中旬
第２四半期

第３四半期

第４四半期

６ 令和８年度助成金年間スケジュール（申請から支給まで）

足立区教育委員会事務局不登校施策推進担当課フリースクール助成金担当
〒120-8510 足立区中央本町一丁目１７番１号 足立区役所南館５階
TEL:03-3880-0784/FAX:03-3880-5606

７ 問い合わせ・書類提出先

※１ 区の助成金については、都の交付決定通知がお手元（または都のマイページ）に届いてから申請をお願い
します。申請に必要な書類が揃わない、または書類に修正がある場合、次の申請回の受付分とさせていただく
場合があります。変更が生じた時も同様の扱いとなります。

※２ 交付決定の時期や支給時期は予定です。
※３ 助成金交付対象となる利用期間＝第１四半期:令和8年4月～6月分、第２四半期:令和8年7月～9月分、

第３四半期:令和8年10月～12月分、第４四半期:令和9年1月～3月分
※４ 実績報告書兼請求書を提出する際、領収書等支払いを証明する書類（写）が必要です。また、申請者以外

の名義の口座に振込む場合は、別途「委任状」の提出（持参もしくは郵送のみ、オンライン不可）が必要にな
ります。


